
ラベル・SDS通知、リスクアセスメント対象物質が大幅に増加します

ラベル表示、SDS等による通知とリスクアセスメント実施の義務の対象となる物質（リスクアセスメント対象
物）に、国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての物質を順次追加します。

674物質

改正前

国がGHS分類済 約2900物質
+ 以降新たに分類する物質

改正後（順次追加後）

リスクアセスメント結果に基づくばく露低減措置が求められます

リスクアセスメント結果を踏まえ、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にす
ることが義務付けられます。
さらに、厚生労働大臣が定める物質（濃度基準値設定物質）は、リスクアセスメント結果を踏まえ労働
者がばく露される濃度を基準値以下とすることが義務付けられます。

労働者がばく露される程度を最小限度とすることや、濃度基準の遵守が義務付けられます

ばく露低減に向け適切な手段を事業者自らが選択します

リスクアセスメント結果を踏まえ、ばく露低減に向けた適切な手段を事業者自らが選択の上、実施します。

ポイント！

濃度基準値が定められていない物質は、「米国政府労働衛生専門家会議
（ACGIH）のばく露限界値」等を参考に、当該濃度以下とするよう努めま
しょう。

リスクアセスメント結果等に関する記録の作成・保存や、労働者の意見聴取が義務付けられます

リスクアセスメントの結果と、ばく露低減措置の内容等は、関係労働者に周知するとともに、記録を作成し、
次のリスクアセスメント実施までの期間（ただし、最低３年間）保存することが義務付けられます
また、措置の内容と労働者のばく露の状況を、労働者の意見を聴く機会を設け、記録を作成し、３年間
保存※することが義務付けられます。 ※がん原性物質は30年間保存

その他、必要に応じて医師等が必要と認める項目の健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置や、
健康診断の記録を作成し、5年間保存※することが義務付けられます。 ※がん原性物質は30年間保存

R4年2月改正・R6年4月施行
発がん性、生殖細胞変異原性、生殖
毒性、急性毒性のカテゴリーで区分１
に分類された234物質が義務対象に
追加。

R4年度中改正・R7年4月施行予定
左記以外のカテゴリーで区分１に分類
された約700物質を義務対象に追加
予定。

R5年度中改正・R8年4月施行予定
健康有害性のカテゴリーで区分２以下
又は物理化学的危険性の区分に分
類された約850物質を義務対象に追
加予定。

ポイント！

リスクアセスメントやばく露低減措置では、濃度基準値以下であるかを必ず確
認しましょう。その際、推定ツール（CREATE-SIMPLE等）や、実測法
（個人ばく露測定、簡易測定法等）を組み合わせて行うことが効果的です。
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